
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

健康福祉部　高齢介護課　給付係

特定入所者介護予防サービス費の支給

介護保険法

第６１条の３第１項

（電話　６２１－５５８５）

　介護保険法第６１条の３第１項並びに介護保険法施行規則第９７条の
３及び第９７条の４のとおり。

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成３０年　４月　１日最終変更）

標準処理期間 総日数　　９日（休日を含む）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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